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令和７年度第１回大仙市総合教育会議議事録 

 

 

 令和７年度第１回大仙市総合教育会議を令和８年２月１７日（火）午後３時 

から大仙市役所大曲庁舎３階大会議室において開催した。 

 

 

出席者 

 

   市  長       老 松 博 行 

      教育委員会教育長   伊 藤 雅 己 

      教育委員会委員    小笠原   晃 

              玉 井 有 紗 

                     伊 藤 晴 通 

              伊 藤 勝 良 

                     髙 橋   緑 

 

関係職員 

  総務部長                  伊 藤 公 晃 

観光文化スポーツ部長            加 賀 貢 規 

  総務部総務課長               三 浦 政 輝 

  観光文化スポーツ部次長兼スポーツ振興課長  鈴 木 貴 博 

        教育委員会事務局長             佐々木 泰 宏 

        教育委員会事務局次長兼教育指導課長     菅 原 清 三 

        教育委員会事務局次長兼生涯学習課長     八 嶋 洋 晃 

     教育委員会事務局教育指導課参事 

兼教育研究所長               牛 木   豊 

教育委員会事務局教育指導課主幹 

     兼指導主事                 栁 田   健 

 

事 務 局 

  教育委員会事務局次長兼教育総務課長  小 松   大 

        教育委員会事務局教育総務課参事    大 釜 弘 靖 

         

 

協議事項 

 （１）業務量管理・健康確保措置実施計画（素案）について 

 （２）国の新たなガイドラインに基づいた部活動の地域展開について 
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教育総務課長 

ただいまから、令和７年度第１回大仙市総合教育会議を開会いたします。 

本会議は、地方公共団体の長と教育委員会が十分な意思疎通を図り、地域の 

教育の課題やあるべき姿を共有して、より一層民意を反映した教育行政の推進

を図ることを目的としております。 

はじめに、本日の会議の出席者について申し上げます。 

総合教育会議の構成員は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」によ

り、市長、教育長、教育委員会の委員となっております。 

また、関係職員は、お手元に配付した資料の通りとなっております。 

それでは、次第に沿って進めさせていただきます。 

はじめに、市長より御挨拶をお願いいたします。 

 

老松市長（あいさつ） 

 

教育総務課長 

ありがとうございました。 

次に、協議に入りますが、大仙市総合教育会議運営要綱第４条の規定により、

進行は市長が行うこととなっております。よろしくお願いいたします。 

 

老松市長 

はい。それでは、私から進めさせていただきます。 

本日の協議事項は、２件であります。 

はじめに（１）業務量管理・健康確保措置実施計画（素案）について、協議を

お願いいたします。教育指導課長から説明をお願いいたします。 

 

教育指導課長 

教育指導課の菅原と申します。よろしくお願いいたします。 

はじめに、本日皆様に御説明させていただきますのは、学校の先生が元気に、 

子どもたちが笑顔になるための学校づくりに資する「業務量管理・健康確保措置

実施計画」の素案についてです。なお、この本計画については、以下「実施計画」

と表現しますことを御了承ください。 

２ページ目を御覧ください。現在、教員の長時間勤務は深刻な課題となってお

り、それが教育の質にも影響を及ぼしかねない状況にあります。教員の長時間 

勤務は、教育の質に直結する課題です。教職員が心身ともに健康で、やりがいを

持って働ける環境こそが、子どもたちの学びを豊かにします。 

次のページを御覧ください。こうした背景を受け、「すべての子供たちへのよ

りよい教育の実現」を目指して、令和７年６月、給特法等改正法が成立しました。

赤い囲みの部分ですが、すべての関係者が連携・協働して、働き方改革を進める

ための仕組みを作っていくことが示されました。 
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次のページを御覧ください。具体的には、学校では「業務分担の見直し」  

「標準を大きく上回る授業時数の見直し」「校務ＤＸの加速化」地域、保護者の

みなさんには「学校運営協議会などを通じた学校運営への参画」首長部局のみな

さんには「総合教育会議を通じた連携・協働」が示されています。 

次のページを御覧ください。服務を監督する教育委員会が取り組むべきこと

がこのように示されました。具体的には「実施計画の策定、公表、実行」「地域

の理解を得るための周知、広報」「実施計画の総合教育会議への報告」「首長部局

との連携」「勤務時間のモニタリング」「学校への支援」です。特に、改正給特法

に基づき、文部科学大臣の指針に即した実施計画を策定することが義務付けら

れるとともに、実施計画を総合教育会議へ報告するよう求められており、本日の

総合教育会議の協議題としてあげさせていただきました。 

次のページを御覧ください。これまでの取組状況と成果・課題について説明い

たします。これまでの働き方改革推進計画に基づいて３本の柱のもと取り組ん

できました。 

１つ目の柱、体制整備につきましては、市長部局の支援をいただきながら、 

ＩＣＴサポーターや学校生活支援員の配置を実現することができております。 

２つ目の柱、環境整備につきましては、ストレスチェックの奨励、学校閉庁日

の設定を行ってまいりました。 

３つ目の柱、ＩＣＴ活用につきましては、こちらも市長部局から支援をいただ

きながら、統合型校務支援システムを導入し、ＩＣＴを活用した校務の効率化を

図ってまいりました。また同時に、保護者連絡用アプリも導入することができま

した。このことにより、朝の保護者からの欠席連絡対応時間が各校平均で１８分

も縮減されるという成果にもつながっております。 

次のページを御覧ください。これは、教職員 1 か月の時間外在校等時間年間

平均を経年比較した表であります。表の通り、教職員の時間外在校等時間は  

令和５年に比べ減少しております。表には現れていませんが、ストレスチェック

においても、働きがいや上司、同僚からの支援において良好な結果が得られてお

ります。 

次のページを御覧ください。一方で、詳細を調査してみると、月４５時間、  

年３６０時間、月８０時間を上回る教職員がまだ存在していることも浮き彫り

になりました。 

次のページを御覧ください。現状の成果と残された課題について説明します。 

成果は２つあります。1つ目は、先ほども紹介した通り、時間外在校等時間が

確実に減少しているということです。 

２つ目は、ストレスチェックの結果では平均値が向上したことです。具体的に

は、同僚からの支援、上司からの支援、働きがい、ＩＣＴなどの技能の活用度で

ありました。特に、昨年度よりも技能の活用度の平均値が上がっていました。こ

れは、統合型校務支援システムなどの導入によるＩＣＴの活用が進んだものの

表れと言えます。 
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課題としては２つあります。１つ目は、部活動指導による時間外在校等時間が

多くなっているということです。 

２つ目は、教頭職の業務量の多さによる時間外在校等時間が多くなっている

ことがあげられ、これらへの対応が急務となっております。 

次のページを御覧ください。これまでの成果と課題を踏まえ、実施計画では、

令和１１年度までに達成すべき具体的な数値目標をこのように設定しました。 

左側の在校等時間外勤務については、１つ目として１か月の時間外在校等時

間が４５時間以内の教職員の割合を１００パーセントにする目標です。 

２つ目は、１か月の時間外在校等時間が現在３１．２時間ですので、年間平均

で月３０時間程度にする目標です。 

３つ目は、在校等時間外勤務の年３６０時間以内の教職員の割合を１００パ

ーセントにする目標となっております。 

真ん中の目標です。年次有給休暇を１４日以上取得する教職員の割合につい

て１００パーセントを目指します。 

最後に、ストレスチェックでのワーク・エンゲイジメント、仕事から活力を得

て生き生きと働いている状態を表す指数ですが、こちらの平均値について現在

２．９のものを３．１以上に引き上げることを目標とします。 

次のページを御覧ください。業務の分類と適正化の方向でありますが、計画の

実効性を高めるため、国が示している学校と教師の業務の３分類に基づき整理

し、業務の見直しや具体的な取組について実施計画に記載しております。 

次に、３分類に示された項目について説明します。次のページを御覧ください。

1つ目は、「学校以外が担うべき業務」であります。登下校の見守りや地域 

学校協働活動の関係者間の連絡調整など、５項目があげられています。特に、５

つ目の保護者などからの過剰な苦情や不当な要求等の、学校では対応が困難な

事案への対応というものが今回新たに追加されております。 

次のページを御覧ください。２つ目は、「教師以外が積極的に参画すべき業務」

です。調査、統計への回答や部活動、清掃指導など、事務職員、専門スタッフ、  

地域人材を活用する業務が８項目あげられています。特に、本日の会議の協議題

の２つ目と関わる部活動の地域展開は重要な項目になると認識しております。 

それでは、次のページを御覧ください。続いて、「教師の業務だが、負担軽減

を促進すべき業務」です。給食時の対応や授業準備、成績処理など、ＩＣＴの活

用やサポートスタッフの配置により効率化を図る業務は６項目あげられており

ます。 

次のページを御覧ください。実施計画が持続可能な改善の仕組みになるよう、

各校における校内衛生委員会による日常的なチェック体制や支援体制を整えて

いきます。教育委員会としましては、学校教職員衛生委員会を開催し、その評価

を踏まえながら、次年度への改善策に向けた取組を計画するといったＰＤＣＡ

サイクルを回しながら、実施計画に基づいた働き方改革を推進してまいります。 

次のページを御覧ください。市長部局との連携と地域への協力要請について
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説明します。初めに、国から出された市長部局の皆さんへのメッセージです。 

赤で囲まれた部分がそのメッセージとなります。 

次のページを御覧ください。先ほどの部分を拡大いたしております。４つの 

項目が具体的に示されておりました。学校教職員の働き方改革は、学校では解決

できない課題もたくさんございます。教育委員会としましては、引き続き、市長

部局と連携し、支援をいただきながら、働き方改革をさらに推進してまいりたい

と思います。 

次のページを御覧ください。こちらは、国から出された保護者、地域の皆さん

へのメッセージです。具体的なメッセージの囲みの部分を拡大したものが次の

ページにあります。保護者や地域の皆様にも、学校と教師の３分類をはじめとす

る業務量管理・健康確保措置の内容について、スライドにある国のチラシを活用

しながら周知を行うとともに、具体の項目について協力を得られるよう、一層の

御理解と御協力をお願いしてまいります。 

次のページを御覧ください。今後、教育委員会としましては、実施計画策定、

公表にとどまらず、個々の学校の勤務時間を継続的に観察し、伴走型の支援を続

けてまいります。教職員が子どもたちと向き合う時間を確保して、魅力ある学校

現場をつくってまいります。 

実施計画（素案）への忌憚のない御意見を賜りますようお願い申し上げます。 

説明は以上です。 

 

老松市長 

ありがとうございました。 

ただいまの説明につきまして、何か委員の皆様から御質問等ございませんで

しょうか。 

 

小笠原晃委員 

説明ありがとうございました。説明の中で「ワーク・エンゲイジメント」とい

う指数が出てきましたが、具体的にどの様に計算されて出された数値なのか教

えていただければありがたいです。 

 

教育指導課長 

小笠原委員の質問にお答えいたします。 

こちらは、ストレスチェックにある２つの項目が基になっております。1つ目

は、「仕事をしていると活力がみなぎるように感じる。」項目、２つ目は、「自分

の仕事に誇りを感じる。」この２つの項目を合わせた４点満点の平均値が  

「ワーク・エンゲイジメント」の数値です。特に本市の結果では、仕事に誇りを

感じているというのは高いのですが、活力がみなぎるように感じるというのが

かなり低い状態になっています。この働きがいと働きやすさの両立を目指し、こ

の数値を設定して取り組んでいきたいと思います。 
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老松市長 

よろしいでしょうか。 

 

小笠原晃委員 

はい。ありがとうございます。 

 

老松市長 

他に皆様から御質問等ございませんでしょうか。 

 

伊藤勝良委員 

達成目標ですが、在校等時間外勤務の部分で、年平均月３０時間程度というの

と、年３６０時間以内の割合というのは、言い換えただけで、内容としては同じ

かなという風に思いました。 

それから、この目標の時間について、平均の時間で記載しているかと思います

けれども、小学校は、今現在でもう３０時間以内になっているので、平均でいく

と、小学校で余っている分、中学校がマージンを見てもらえるというようなこと

になるかと思いますので、そこを平均ということでやるということかと思いま

すけれども、この内容について教えていただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

 

教育指導課長 

はい。小学校については、確実に時間外、在校等時間が減っていますが、中学

校の方は、部活動の負担によって在校等時間がなかなか縮減しないという傾向

もあります。 

それから、年間３６０時間以内というのと年平均月３０時間程度というのは、

月によって、やはりどうしても業務量が多くて、月４５時間を超える教員もおり

ますが、年間を平均した場合、月３０時間程度に在校等時間がなるようにという

ことで、目標を設定しているところであります。 

 

伊藤勝良委員 

２つに項目を分けていますけれども、書いている内容は同じかなと思ったの

で、それが 1つになるのではないかという意味でした。 

あと、小学校と中学校を合わせた平均値で目標達成とするのであれば、中学校

は３０時間超えても、実績値の平均で考えたら、３６時間くらいまで共有される

ような感じになるので、中学校でも３０時間とするということであれば、結構厳

しい基準かと思いますけれども、小中の平均となれば、ちょっと緩くなってしま

うのかなという意味での質問でした。 
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教育指導課長 

御指摘いただいき、ありがとうございます。伊藤委員からいただいた御意見も

踏まえまして、まだ素案でありますので、この目標について、もう 1回精査して

まいりたいと思います。ありがとうございました。 

 

老松市長 

他に皆様から御質問等ございませんでしょうか。 

 

伊藤晴通委員 

今の内容から外れるかもしれませんけれども、資料の中で３番の学校への御

理解、御協力というところですが、コミュニティ・スクールなどを通じ、学校  

運営に参画いただく方々ですが、レベルの維持というか、誰でも頼めるものでは

ないと思うんですね。教育に大きく関わってくるものだと思うんですけれども、

ここら辺の資質の確保と言いますか、そういったチェックは予定されています

でしょうか。ボランティアで手を挙げた人だったら誰でもいいのでしょうか。 

 

教育指導課長 

コミュニティ・スクールの推進員になる方には、地域に住まれている方で、

様々な地域との繋がりがあり、識見に優れた方を学校の方で推薦し、了承してい

ただいて委員になってもらっております。 

 

老松市長 

よろしいでしょうか。 

 

伊藤晴通委員 

はい。ありがとうございます。 

 

老松市長 

他に皆様から御質問等ございませんでしょうか。 

 

玉井有紗委員 

すみません。時間外勤務で行われている業務内容なんですけれども、まず、 

小学校の先生方は、やはりクラスを持っていればなかなか時間がなくて、時間外

勤務が行われているというのは理解できるんですけれども、その業務内容につ

いて、どういう業務なのか、偏っていたりとか、それともバラバラなのかってい

うのは、ちょっと教えていただきたいなと思います。 

 

教育指導課長 

特に小学校の場合で業務量が多くなるというのは、授業準備もそうなんです
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けれども、突発的な事案です。例えば、保護者への対応、子供たちのトラブルへ

の対応、それに伴う保護者への連絡、報告等そういったことが長引くことで、 

時間がかかってしまうということがあります。 

また、季節によっては、行事の担当になり、その準備のために業務時間が季節

的に増えてしまうという傾向もあります。 

中学校の先生方は、これに部活動を加えた時間外ということの内容になって

おります。 

 

老松市長 

よろしいでしょうか。 

 

玉井有紗委員 

はい。ありがとうございます。 

 

老松市長 

他に皆様から御質問等ございませんでしょうか。 

 

髙橋緑委員 

すみません。時間外に関連してですが、私、前の職場ではタイムカードを使っ

ていたのですが、小学校の先生はタイムカードを使っているのでしょうか。 

 

教育指導課長 

現在、統合型校務支援システムを入れてもらいましたので、教師がパソコンを

立ち上げ、出勤というボタンを押すと、出勤時刻が打刻されます。それから、  

帰る時に退勤というボタンを押すと、退勤時刻が打刻されて、その時間が勤務時

間となります。 

 

髙橋緑委員 

そうなんですか。自宅に戻ってから仕事をしているとか、私の前の職場ではタ

イムカードを打刻してからまた仕事を始めるとか色々あったので、これが本当

にこの時間なのかどうかと思いました。大変なことはわかるんですけれども。そ

うですね、すみません。 

それから、資料の中にある学校以外が担うべき業務なんですけれども、２番の

児童生徒が補導された時の対応というのは、これは誰を想定しているのでしょ

うか。 

 

教育指導課長 

第一義的には、そちらの対応は保護者となっておりますので、こうしたところ

を、チラシ等により保護者へ周知していきたいと思います。 
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老松市長 

よろしいでしょうか。 

 

髙橋緑委員 

はい。ありがとうございます。 

 

老松市長 

他に皆様から御質問等ございませんでしょうか。 

よろしいですか。 

それでは、続きまして、２つ目のテーマであります（２）国の新たなガイドラ

インに基づいた部活動の地域展開について協議をお願いいたします。教育指導

課長から説明をお願いいたします。 

 

教育指導課長 

それでは、大仙市における部活動の地域展開について、令和７年度までの主な

取組と成果、国の示す方向性、そして今後の方針について御説明いたします。 

本取組は、少子化や教職員の働き方改革を背景に、子どもたちが将来にわたっ

てスポーツや文化芸術活動に親しめる環境を、地域全体で支えていくことを 

目的として進めてまいりました。 

次のページを御覧ください。これまでの主な取組です。大仙市では、令和  

５年度に部活動地域移行推進本部および検討委員会を設置し、本部会議を  

年３回、検討委員会を年４回開催してきました。また、部活動地域移行支援コー

ディネーターを２名配置し、学校と地域、指導者と生徒をつなぐ役割を担ってき

ました。さらに、アンケートや実態調査を継続的に実施・公表し、その結果を  

踏まえて推進計画である「地域展開ビジョン」及び地域クラブ向けの手引き 

「地域展開ハンドブック」の作成・改訂を行っております。周知面では、「地域

展開だより」や「中学生が参加できる活動一覧」を作成し、生徒・保護者・地域

への情報提供に努めてまいりました。 

次に、これまでに得られた成果です。まず、部活動指導員の配置については、

令和５年度の４名から、令和７年度には１１名へと着実に増加しています。 

地域移行の状況については、土日に常時活動している部活動数７４をベース

にすると、令和７年度には５８．１％まで拡大しました。内訳としては、１５の

部活動が地域クラブへ移行し、１１部活動で部活動指導員による指導、１８部活

動で外部指導者による指導が行われています。単一の移行モデルに固執するこ

となく、各校の実情に合わせた受け皿の確保に努めてきました。また、生徒数を

ベースとした地域移行の割合は３５．５％となっています。中学生を受け入れ 

可能な地域クラブについては、運動・スポーツ分野で２９団体、１６９名、文化・

芸術分野で２０団体、２４名となっており、受け皿の整備も進んできています。

中体連に登録された地域クラブは５団体あり、バレーボール、柔道、ソフトテニ
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ス、卓球と、競技の幅も広がってきています。さらに、一般団体や高校との交流、

合同の取組として、「大仙市誕生２０周年アニバーサリーコンサート」や「大い

なる秋田大演奏会」などへの参加を通じて、学校の枠を超えた学びや経験の場が

生まれています。  

次のページを御覧ください。続いて、昨年１２月に国が示した「部活動改革  

新ガイドライン」について説明いたします。新ガイドラインでは、令和８年から

の６年間を「改革実行期間」とし、この期間内に原則、全ての学校部活動におい

て休日の地域展開を実現することを目指しています。 

次のページを御覧ください。大きなポイントとして、これまで用いられてきた

「地域移行」という名称が、「地域展開」へと変更されました。これは、学校か

ら地域へ単に「移す」という考え方ではなく、地域全体で部活動を広げ、支え、

発展させていくという理念を、より的確に表したものです。地域に存在する  

人的・物的資源を活用しながら、新たな価値を創出する、より豊かで幅広い活動

が求められています。さらに、多種多様な地域クラブの中でも、学校部活動が 

担ってきた教育的意義を備えた地域クラブを「認定地域クラブ活動」として市が

認定し、競技力向上のみを目的としたチームやスクール等と区別します。そのた

め、国が示す認定要件や認定手続に基づき、市が認定を行う仕組みを構築するこ

とが必要となります。 

次のページを御覧ください。認定要件として、７つの基準があげられています。

まず、活動時間については、平日は１日２時間程度以内、休日は１日３時間程度

以内とし、週２日以上の休養日を設定することとされています。参加費について

は、可能な限り低廉な額とすることが示されており、国の目安としては、週１日・

月４回で月額３，０００円程度とされています。指導体制については、暴言・  

暴力・ハラスメント等の不適切行為を防止するとともに、市が定める研修を受講

し、登録された指導者による指導が必要です。そのため、「認定地域クラブ活動

指導者」の登録制度を構築し、研修内容や登録要件、不適切行為への対応を明確

にすることが求められています。 

次のページを御覧ください。地域展開を円滑に推進するための体制整備につ

いては、地方公共団体において、教育、スポーツ、文化、福祉、まちづくり、   

財政等を担当する様々な部署が一体となって取組を進めていくことが重要とさ

れています。市町村は改革の責任主体として、幅広い関係者との連携・協働のも

と、地域展開の円滑な実施に向けて包括的な企画と調整が求められています。 

次のページを御覧ください。続いて、国による推進事業について説明いたしま

す。本事業は、部活動の地域展開を進める地方公共団体を財政的に支援するもの

で、大きく５つの柱で構成されています。このうち、２および４の事業について

は、大仙市でも過去３年間にわたり活用し、コーディネーターや部活動支援員の

配置に充ててきたところです。 

新たに盛り込まれた事業の１つ目は、１番、休日の認定地域クラブ活動に要す

る経費への支援です。対象となるのは、指導者報酬や、備品費、保険料など、  
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活動の実施に必要な経費です。補助単価は、生徒１３人から２６人、指導者２人

で月４回活動した場合、年額上限５７万６千円とされています。費用負担は、国・

県・市がそれぞれ３分の１ずつとなっています。 

３番は、平日の地域展開を加速するための実証事業です。重点課題を設定し、 

その解決に向けた取組を実施し、成果を報告する仕組みとなっています。補助 

上限は、１都道府県あたりスポーツ分野で 1億円、文化分野で２,６００万円と

なっており、こちらは国が１０割負担する事業ですが、重点課題のハードルの 

高さがネックとなります。 

５番は、経済的に困難な世帯の生徒への参加費等の支援です。生活保護世帯、

住民税非課税世帯、またはそれに準ずる世帯が対象となります。補助上限は年額

２４,８００円で、参加費および保険料が支援されます。こちらも国・県・市が

３分の１ずつ負担します。 

これらの制度を効果的に活用しながら、既に大仙市単独の財源で取り組んで

きた大会派遣費の補助と併せて、支援の在り方を検討していく必要があります。 

ここからは、国の示すガイドラインに基づく大仙市としての今後の指針につ

いて説明します。今後は、令和１０年度までに休日における地域展開を完了し、

令和１３年度末をめどに、平日も含めた地域展開の完了を目指して取組を推進

していきます。 

具体的な柱の 1 つ目は、黄色のマーカーで示した部分です。推進体制の整備

です。これまで中心となってきた教育指導課、スポーツ振興課、生涯学習課に加

え、今後は福祉や財政などの関係部署も含め、庁内が一体となった推進体制を整

備していきます。将来的には、専門部署の設置や運営組織の法人化も視野に入れ

ながら、持続可能な運営体制の構築を目指します。また、これまでの本部会議や

検討委員会については、構成員や役割を見直して、学校、保護者、地域団体など

幅広い関係者と定期的に情報共有を行い、包括的な企画、調整をする協議会とし

て再編していきたいと考えています。 

２つ目の柱は、水色のマーカーで示しております。認定地域クラブ活動制度を

支えるための財政支援についても、段階的に検討していきたいと思います。 

以上が、部活動改革ガイドラインを踏まえた大仙市の今後の方針です。 

これまでの成果を土台としながら、制度・体制・環境を一体的に整備すること

で、子どもたちが将来にわたって、安心してスポーツや文化芸術活動に親しめる

環境を、地域全体で支えていきたいと考えております。 

御理解と御協力を、どうぞよろしくお願いいたします。 

説明は以上です。 

 

老松市長 

 説明ありがとうございました。 

 それでは、部活動の地域展開について何か御質問等ありましたらお願いいた

します。 
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伊藤晴通委員 

 説明ありがとうございます。 

私、スポ少をやっておりまして、非常に切実な問題として質問があるんですけ

れども、スポ少との連携はどうなっていますでしょうか。 

スポ少との連携について、もちろん、地域の活動団体としての 1 つであると

いう認識であれば、それは構わないんですけれど、ただ、スポ少は非常に大きな

割合を占めるような地域活動拠点ですので、これは明記された方がいいんじゃ

ないかなと思います。 

それから、指導員の免許について、資格維持のための研修会があるんですけれ

ども、特に最初の資格を取るための研修会で、土日が潰れてしまうんですね。 

指導員である御父兄にお願いする時も非常に大変なことなんです。土曜日の休

みを取ってもらって、しかも連日で。それで、これが分割できたりとか、何か  

積み重ねできれば大変ありがたいというのと、維持のための講習会も、最近では

日曜日が増えてきたんですけれども、土曜日が非常に多かったです。それで、 

もう日曜日だけになりましたというんであればいいんですけれど、それに加え

て、私、日曜日も結構研修があったりして、いろんな研修と重なってしまうんで

すね。そうすると、本当に年１回でも２回でも維持のための研修に参加するのは

ものすごく難しい、そういう指導者が他にもいらっしゃるんじゃないかなと思

うんです。こういったことを、もうちょっと利便性を考えていただければ非常に

ありがたいと思います。 

もちろん、スポ少をここで改革しようということではなくて、そういったこと

を参考に、新たな制度を大仙市なりの制度にしていただければありがたいなと

思っております。 

それから、自分でやっていて感じるのが、健全な指導者の確保というのは非常

に大きな問題だと思うんですね。これまで指導してきたから大丈夫というのに

対して私はちょっと危惧を抱いております。時代的にはあまり叱ってはいけな

いような指導が必要だと思うんですけれど、ただ、叱ってはいけないんではなく

てですね、その代わりの指導方法として何があるのかっていうのをしっかりと

勉強、指導して欲しいなと思っております。私には私なりのプランはありますけ

れども、ぜひ他の指導者にもそのことをよくわかっていただいて、過剰負荷がか

からないような、子供たちに負担がかからないような活動をプランしていただ

ければありがたいと思います。 

それから、私のところは西仙北地域の子供が中心だったんですけれども、最近

神岡の方からも参加してくれていまして、そうすると、やはり活動時間とか活動

場所、それから移動の方法ですね、そういったものも今親御さんに依存している 

状況なんですけれども、そういったことをどうするのかということとか、かなり

私たちの地域は広域ですので、そういったことを考えるといろんな課題がまた 

新たに出てくるような気がしますので、ぜひ十分に御検討いただければと思い

ます。 
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教育指導課長 

はい。では、1つ目のスポ少についてですが、モニターの方を御覧になってい

ただけますでしょうか。 

中学生を受け入れてくださるスポーツ少年団、団体等を一覧にして今まとめ

ております。実際に多くの中学生が活動しているということで、こちら認定地域

クラブとはまた違うんですけれども、中学生を受け入れる受け皿だということ

で周知してまいりたいと思います。画面の下に行くと、文化の方でも、このよう

なたくさんの団体が中学生を受け入れるということで、現在も登録している 

中学生もいるということでした。この後、中学生が参加できる活動一覧というこ

とで、児童生徒に向けても紹介する予定であります。 

続いて、指導者の研修についてということで、こちらの研修内容や研修のやり

方についても各自治体に任せられています。こちらについても、この後、伊藤 

委員から御指摘のあった通り、研修内容について、そして開催日時についても 

検討してまいりたいと思います。やはり指導者の質を高めるということを大事

にしながら研修内容を考えてまいりたいと思います。 

それから、場所や移動についてのお話もありました。これはずっと課題だなと

思っているところです。今、明確な方向性を示すことはできませんが、重要な 

案件として今後検討させていただきたいと思います。 

貴重な御意見ありがとうございました。 

 

老松市長 

伊藤委員、よろしいでしょうか。 

 

伊藤晴通委員 

はい。ありがとうございました。 

 

老松市長 

他の委員の皆様から何か御質問があれば、この際お受けしますけども、よろし

いでしょうか。 

 

各委員（特になし） 

 

老松市長 

特にないようですので、御質問についてはこれで終わりということにさせて

いただきます。 

それでは、委員の皆様から、御感想でもいいですし、御意見でもいいですので、

順番にお聞きしたいと思います。 

まずは、小笠原委員から、１番の実施計画素案でもよろしいですし、２番の 

部活動地域展開、どちらの内容でも結構です。よろしくお願いいたします。 
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小笠原晃委員 

はい。ありがとうございます。まず最初に、業務量管理についてですけれども、

全ての子供たちへのより良い教育の実現を目指していわゆる給特法等が改正さ

れましたけれども、これは、市及び市教委の事務、責任の重さが明確化され、  

大変厳しい改正ではないかと認識しております。 

市教委は、これまで、説明にもあったように、市長また市当局の御理解のもと、  

学校生活支援員やＩＣＴサポーター、複式学級支援員などの増員、維持を図る体

制整備、総合型校務支援システムの導入などによる教職員の業務量の負担軽減

など、業務改善に取り組んできておりますことに本当に感謝申し上げたいと思

います。そのおかげ等で、今日の説明にあったように、小学校教職員の時間外在

校等時間の改善は進んでおりますが、中学校教職員についてはなかなか進まな

い現状だと思っております。これは、今日の２つ目の議題でもあります部活動の

地域展開の進捗とも大きな相関関係があるものと認識しています。 

また、管理職である教頭の業務量については大きな課題と考えます。これはな

かなか簡単には改善が図られないように考えますが、やはり市教委独自に報告

書の作成を容認する教員とか、教頭の補佐をできる教員を指名するとかの思い

切った施策が必要なようにも考えます。ただ、管理職としての点検や報告につい

ては、その責任の所在が明確でありますので、難しいとは思っております。ただ、

これも説明にあったように、本市の教職員のチームワークや教職員間のサポー

ト体制はこれまで大変望ましい方向と伺っていますので、今後の取組を進めて

もらえればと思います。それから、学校以外が担うべき業務の朝や放課後の預か

り活動にしても、教職員以外が参画すべき業務ですが、どれも予算を伴うものな

ので、国や県、市に対してお願いしていかなければならないのかなと思っており

ます。 

また、国では事務職員の業務範囲の拡充や支援スタッフの増員等を進めるよ

うですけれども、小規模校では依然として厳しいことと考えます。学校の外部 

人材の活用、地域学協働活動の推進も望まれているようですけれども、過酷な 

苦情や不当な要求に関しては、確か本市では市の弁護士を活用させていただい

た事例もあるように思います。学校に周知してもいいのではないかと思います。 

知らない学校もあるのではないかなと考えるからです。そうしたことも踏まえ

て、教職員の心身の健康について相談できる窓口はどこに設置すべきか、学校 

現場か市教委か、それとも第三者機関等も考えなければいけないのかなという

ことを思いました。業務量管理等については以上です。 

続けてよろしいでしょうか。 

部活動改革の進捗と今後の指針の資料で、資料の一番の感想は、支援コーディ

ネーターお２人のイラストがあまりにもそっくりで感動しました。 

さて、運動部の地域展開については、これまでも言われているように、中体連

等の大会に参加できるか否かがポイントになってきているように思います。 

中体連では全国大会等を実施しない競技もあるように聞いておりますので、こ
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れからもっと変化があるんではないかと思います。 

また、国が認定地域クラブという制度の導入を示しておりますので、競技力向

上と友達とともに運動や文化活動を楽しむクラブの考え方の周知もこれからは

必要になっていくのかなと思いました。 

市教委としては、国の方針等を踏まえて確実に地域展開に向かっているもの

と考えております。 

長くなりました。以上です。 

 

老松市長 

ありがとうございました。本当に貴重な御意見ありがとうございます。 

続きまして、玉井委員、よろしくお願いいたします。 

 

玉井有紗委員 

はい。専門的な部分は小笠原委員から言っていただいたので、私からは保護者

の意見としてお話ししたいと思います。やはりこちらにもありますように、先生

の笑顔は子どもたちの笑顔につながりますって書いてあります。 

学校訪問で学校に行かせていただく機会もあるんですけれども、やはり先生

が笑顔の学校というのは、子どもたちもどこかにこやか、朗らかな学校が多いの

かなと思います。 

それに伴って色々な改正案が出たりとか、働き方を考えたりという部分で 

動いているので、少しでも先生たちの業務負担が軽減されれば、先生たちが本来

やらなくてはいけないことに集中できる環境作りができるのかなと思います。 

それから部活動地域展開に関しましては、ちょっと課題も多々あるのかなと

いったところです。やはり学校の先生が関わらない時間が増えてくると、例えば

その活動時間内にトラブルがあった時のその責任の所在というか、いじめだっ

たり、何かちょっとしたトラブルがあった時に、やっぱり先生たちの耳にすぐ聞

こえればいいんですけれども、そういうところがこう積み重なって大きな問題

になっていかなければいいなという保護者の思いと、あと、やはり先生だと保護

者は安心して預けられるんですけれども、部活動指導員が入ってきて、地域の方

が関わってくると、先ほど晴通先生もおっしゃったように、そこの判断っていう

のも難しくなってくるのかなと思います。 

全てがいい方向に繋がっていけるようにこれからも頑張っていただきたいと

思います。 

私からは以上です。 

 

老松市長 

ありがとうございました。続きまして、伊藤晴通委員、先ほどお話ししたこと

以外でも、もしありましたらよろしくお願いいたします。 
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伊藤晴通委員 

玉井委員もおっしゃったように、小笠原委員の御経験から、非常に重要な指摘

をしていただいたので、細かいことはよろしいんですけれども、働き方改革で、

私が外部の人間として、しかもそのメンタルを気にする人間としてですね、考え

ているんですけれども、先生方の笑顔を増やすために、やはり先生方の生活に 

余裕が欲しいということ、もちろん時間的な余裕、それから経済的な余裕、やは

りですね、お金の集まるところに優秀な人材が集まるっていうのは、もうこれは

否定できない事実だと思うので、少しでもですね、手当を増やして、先生たちの

笑顔が増えるようなことを何か市の方でできればありがたいなと思います。 

それから、ある時見たイギリスの教員のインタビューでですね、どうして教師

になられたんですかと聞いたら、夏休み、長期休みが結構取れるらしいんですね。 

それに比して今どこも、秋田県が全部そうなのかわからないですけれど、毎日 

原則として学校に出かけるんだと。長期休みだと。びっくりしました。それをし

なければいけないのかって。長期休暇をですね、取るための手段があるのかもし

れませんけれど、もうすこしゆったりとした時間的な余裕があるようなことが

できないかなと、運用ができないかなと私はいつも思っております。もうすこし

先生たちにいろいろな意味での余裕があって、楽しく自分も勉強して子どもた

ちを指導するということを理想の姿としていただければありがたいなと思って、

これが希望です。 

それから、スポ少に関しましては、先ほど申し上げましたけれども、親御さん

が安心して預けられるということはとてもとても大切だと思います。私も色々

色々経験しながら、幸いにして小児科医ですので、親御さんたちも安心して預け

てくださるようには思っているんですけれども。ただ、指導に関しては少し厳し

くしたり、ゆるくしたり、いろいろなことを考えながらやってきました。それで

で、1番大事なことは、勝利至上主義じゃないということではないかなと思うん

ですね。それが許されるような活動をぜひ目指していただきたいと思うんです。 

以上です。 

 

老松市長 

貴重な御意見、ありがとうございました。 

続きまして、伊藤勝良委員、よろしくお願いします。 

 

伊藤勝良委員 

最初の働き方改革については、年々成果が上がってきていて、統合型校務支援

システムを見せてもらって、これからまたさらにこう成果が出てくるんじゃな

いかなと思いますので、そういう意味では期待しております。それで、民間だと、

与えられたことをやるだけというような、文句言いながら仕事をしているとい

うのも結構見るんですけれども、先生になるっていうことは、何かしら思いがあ

って先生になっていると思いますので、こういう形で先生が働きやすい形を作



- 17 - 

 

るということはとてもいいなと思いますので、ぜひいい方向にしていただけれ

ばと思います。 

次に、部活動の地域展開ですけれども、受け皿となる団体が結構あるというこ

とで、とてもいいなと思います。少し話がずれますけれども、昔は青年会とか 

結構各地でやっていて、私も前所属していましたけれども、年が経つにつれてだ

んだん人がいなくなって、最終的には消滅してしまうということもありました

ので、今受け皿となっている団体も指導する方が抜けていって、団体として成り

立たないということが出てきたりするとちょっと大変かなという風に思います

ので、今の子供たちが指導される側ですけれども、今度は子供たちが大人になっ

た時に指導する立場になるような形で、循環するような道筋を作ってもらえれ

ばなという風に思います。 

あと、ロードマップを見ると、部活動の募集が令和１３年度で終わりというこ

とで、東部地区の学校再編ということで、ちょうど令和１３年度に中学校という

ことなので、グラウンドとかそういう施設、その新しい学校にする際は多分他の

施設を借りるとかで、令和１４年度には小学校ということなので、小中で共有す

るとか、地域学校再編のデザインにも影響してくるかなと思いますので、そうい

うことも気にしていただければなという風に思います。 

以上です。 

 

老松市長 

貴重な御意見ありがとうございました。続きまして、髙橋委員、よろしくお願

いします。 

 

髙橋緑委員 

まだまだ勉強不足で申し訳ないと思っておりますが、先生たちの笑顔、笑顔で

いなければ子供たちも笑顔でいられない。これは学校訪問の時に常々私これ喋

っていたんですけれども、資料の記載を見て改めて重要だと確認しました。 

それから、大仙市ではきめ細やかにやっているので大変いいかと思うんです

けれども、もう少し大らかに考えてやってもいいかなとは思います。部活動の方

でも、私たちの子供の頃から、２０年前からなんですけれども、もう各地の地域

のクラブに行ってる人たちがたくさんいて、それに対しての親御さんのも送迎

だとか、子供たちが頑張るのであれば、もう親たちはどこまでも送って行くと。

秋田市にも行っていた子がいたので、２０年前からそういう風な動きが出てい

たのであんまり心配することはないような気がします。 

あとですね、子供たちに寄り添う学校であるよう、忘れないでください。 

今ミラノのオリンピックですけれども、毎日のように日本人頑張っています。 

もし大仙市から出ていたらなんと嬉しいかなと思って。それの基本が本当に 

今の部活動、活動だと思っていますので、未来ある子供たちが色々なことを選択

でき、経験できるように私たちも皆さんも頑張っていければと思っています。 
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よろしくお願いします。 

 

老松市長 

ありがとうございました。 

委員の皆様から貴重な御意見をいただいたところでありますが、市長部局の

やるべきこともあり、今私が感じた部分についてお話させていただきたいと思

います。 

部活動の地域展開について、色々な国の財政支援ということでありましたけ

れども、市としてもですね、これをしっかり支援していきたいという風に思って

おります。できること、できないことはあるかもしれませんけれども、いずれし

っかりとね。教育委員会と市長部局で色々協議させていただいて、支援策を是非

つくっていきたい。総務部長、良いですよね。 

 

総務部長 

はい。 

 

老松市長 

ということでよろしくお願いします。 

それから私の感想ですけれども、最初の実施計画素案のところですが、私たち

も今１７の計画を作っているんです。大仙市総合計画を筆頭に。数値目標ですが、

これはやはり実行力を高めるためにはそうした数値目標をきちっと、なかなか

目標設定も難しいところがあるんですけれども、それをもうある程度出されて

いるのでね、素晴らしいなと思っています。それから、具体的に業務改善、業務 

削減、何をやるかについては、システムを入れて利便性を高めているという説明

がありましたけれども、具体的にどういう業務を削減していくのかということ

も、やはりきちっと謳った方がいいのではないかなという感じはしています。 

なかなか難しいでしょうけども。 

それから、伊藤晴通先生もいらっしゃるので、先生方の健康管理、健康確保に

ついては、やはり本当の強化につながるよう、強く書いた方がいいのではないか

と思いました。 

それから、部活動の地域展開ですが、先生方の負担の軽減になるというのがは

っきりしていますし、また子供たちの多様な選択肢が増えるということも、これ

も間違いないことかなという風に思っています。そしてそれが地域と一緒にな

って行われれば、地域の活性化にもつながると、こう可能性は多くあるんじゃな

いかなと思いますけれども、課題や問題点も結構あるということで、やはりこれ

地域ぐるみで子供たちを育てるという、一般的ですけども、学校と地域と一緒に

なって、そういったモデルを作るんだと、学校の代わりじゃないよと、そういう

風に地域の方々がそういう意識を持ってですね、この地域展開には携わってい

かないといけないな、行政の方もそういう思いでやっていかないといけないな
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という風に思いました。 

漠然とした意見ですけれども、やはり地域ぐるみで子供たちを育てるんだ、部

活動をやりながら育てるんだ、スポーツ活動、文化活動やりながらというね、そ

ういう気持ちに切り替えていくことが大事じゃないかなという感じがしました。 

教育長のまとめの前に言わせていただきましたが、それでは教育長から話を

伺いたいと思います。 

よろしくお願いします。 

 

伊藤教育長 

はい。まず、働き方改革の方ですけれども、改めて、市長部局の御協力に感謝

申し上げます。学校生活支援員等も、他市に比べて決して負けない数字で確保し

ていただいています。それから統合型校務支援システムは、県内では先駆けて 

導入をさせていただきました。本当にこういった大きな支援のおかげで、先ほど

あったように、確かに数字としては成果に現れてるという風に感じております。 

改めてお礼申し上げます。 

一方で、この後どうするか、今市長からもありましたけれども、本当に悩まし

いところであります。ただ、先ほど説明あった目標ですが、こちらの方は   

令和１１年を目指してということで、給特法も踏まえて新たな計画目標に  

バージョンアップするところであります。こちらの方は、仙北市、美郷町とも横

の連携を図りながら、内容的にもですけれども、作成を進めているところですの

で、まずはこれをしっかり作って、目標をしっかり持って、具体的な政策、取組

につなげていきたいと思っています。いずれまた教育委員の皆様には、これを 

最終案のところで御相談すると思いますので、よろしくお願いいたします。 

それからもう 1 点の部活の地域展開ですけれども、こちらも県内でも先駆け

てコーディネーターを配置いただきました。市の財政負担もありましたけれど

も、しっかりそこを見ていただいて、おかげさまでまず然るべき成果につながっ

ているという風に思っております。ただ、やはり限界が見えておりまして、現在

の指導者ですとか現在の体制、スポ少も含めですが、なかなか難しいところだな

ということもまた実感しております。そこで、国の今回の新たな指針、ガイドラ

インを見たとき、今ある学校の部活動を地域に展開していくというメッセージ

が非常に強い、焦点化されたなという風に感じております。将来的には、少子化

なので、子どもたちが興味、関心に応じて活動、活躍できる場を準備する、多分

この大きな目標は変わっていないと思うんですけれども、やはりこの認定制度

を作ってしっかり部活の教育的意味を持続可能なものにしていきなさいという

メッセージなので、非常に踏み込んだなという風に感じておりますし、国からし

っかり財政的なメニュー、支援も示されたところですので、これを踏まえて  

教育委員会としてしっかり前に進めていきたいと思っております。ただ、学校の

規模の違いが大きい本市です。７００人の中学校から４０人の中学校まで、ある

いは面積の広さ、先ほど移動手段のこともありましたけども、さらにまた新たな
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財政負担、当然予想されますが、進めなければ決して子供たちのためになりませ

んので、そういう覚悟で、少しこうアクセルを強めに踏みながら４月以降また 

取り組んでまいりたいと思いますので、どうかそれぞれのお立場からの御協力

をよろしくお願いいたします。 

 

老松市長 

ありがとうございました。 

一通り皆様から御意見を伺いましたが、この他、振り返りまして皆様から御意

見や御質問等がございましたらお願いします。 

 

各委員（特になし） 

 

老松市長 

よろしいでしょうか。 

それでは、貴重な御意見等、本当にありがとうございました。 

御提案、御指摘いただきました内容につきましては、今後、事業を進める際の

参考とさせていただきます。 

長時間ありがとうございました。これをもちまして協議を終了したいと思い

ます。進行を事務局にお返しします。 

 

教育総務課長 

皆様、大変お疲れ様でした。 

以上をもちまして、令和７年度第１回大仙市総合教育会議を終了いたします。 

本日は、お忙しい中、誠にありがとうございました。 


